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第６回 倶知安町景観地区部会

議事概要

◎日 時 令和３年６月９日（水） 午後２時１０分～午後４時１０分

◎場 所 倶知安町役場３F 第２委員会室

◎出席者 部 会：笠間部会長（ZOOM）、山田委員、カー委員（ZOOM）、大久保委員、フィンドレー委員、

斎藤委員、沼田委員

傍聴者：４名

事務局：まちづくり新幹線課 桜井室長、星加係長、横山主事

コンサルタント会社（ZOOM）：㈱KITABA 百瀬、松浦、関口

１．開会

（星加係長）

� （４月から室長が桜井室長に、担当が横山主事になった旨の説明）

� （出席者、配布資料の確認）

２．あいさつ（部会長）

（笠間部会長）

・ 昨年度５回会議を行い、さまざまな話をしたが、新しくリゾート地区といわれている方向性で話し

てきた中で、今年度は残り５回ほどで実際にどんな計画にしていくのかを具体的にまとめていくと

いうのが、倶知安町の考えである。

３．議事

（1）リゾート地区における地域区分と建築物ルールの見直しについて

（事務局）

～ 昨年度の資料の説明 ～

・昨年度の５回の会議を踏まえ、土地利用の方針を定め、ゾーニングを示した上でゾーニング

ごとの方針も示した。

・リゾート地区の範囲について、現在の景観地区を概ねの範囲とまずは整理。

・その上で、現状と課題を６点。開発圧力の高まり、スキー場周辺の外側への開発の広がり、

森林地域の緑喪失によるリゾート地区全体の付加価値の低下の懸念、観光地マスタープラ

ンに示す目安 18,000 ベッドを意識した開発ボリュームの方向性、花園エリアにも開発の動

き、道路・上下水道などのインフラへの負荷の懸念、など。

・その上で、リゾート地区全体の「めざす姿」を設定し、それを踏まえた土地利用の方針を示

し、リゾートを維持するために自然とのバランスが重要である点は皆さんからもご意見あ

った。
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・それを踏まえて、土地利用区分を４つ。「拠点型」はスキー場周辺とし、中高層の施設の集

積を促す。「低層型」については拠点型周辺のリゾートの受け皿となる場所で、２つに分け、

ペンションビレッジ地区の密度を抑える「改善型」とそれ以外の「維持型」としている。「保

全型」については“良好な自然環境の保全を前提に環境への負荷を抑えた低密度な滞在環境

を図る”こととし、森林・農地が展開している大部分がこれに該当する。（ゾーニング図は、

「リゾート地区における土地利用の方針（案）について」を参照）

・今年は、具体にボリュームなどを整理していく。それ以外にも賑わいづくりの方策なども別

途整理できればと考えている。

～ 資料１の説明 ～

・４つのゾーニングからさらに詳細な地域区分を検討し、ルールの見通しを整理していきたい

・地域区分については保全型について２つに分けたいので５つの区分にしている。

・拠点型は基本、現在のルールを踏襲する形。

・低層型は、過密化が課題であるため、敷地にゆとりを持たせて建物間の圧迫感を抑える代わ

りに高さ緩和等のボリューム調整を検討する。

・低層（維持型）は道道沿いの概ね山田Ⅰ地区と樺山地区の範囲（サンモリッツ大橋～樺山分

校）とし、現状ルールの維持を検討する。

・それ以外の部分を保全型としたいが、すでにある程度の面積で分譲開発されている部分につ

いては分けて整理した方が良いと思っており、羊蹄の里やノースヒルズ地区のルールを基

本に数値の強化を検討する。また、宿泊施設の床面積の上限を検討する。

・保全型の森林農地エリアについては、開発がまだ目に見えていない部分が多いところだが、

ここは周辺の環境を保全することが大きな目的となる。林地開発行為の許可基準を参考に

建築ボリュームを極力抑えるような方向性で整理していきたい。床面積の上限を設定した

い。

・これらは観光地マスタープランの目安である 18,000 ベッドの上限を意識した土地利用を促

していく整理をしていきたい。

・具体の見直しイメージはＡ３横の表、地域区分はＡ３縦の航空写真を参照。

・Aセンタービレッジ地区の範囲を少し拡大したいと考えている。

・B花園ビレッジ地区については、ハイアットやサウスビレッジとそれ以外との区分を検討

・Cワイススキー場については新規だが、森林の多いところなのでボリュームを抑えたい。

・Dペンションビレッジ地区は、密度が高いので、建蔽率を下げられないか、セットバックを

強化できないか、代わりに高さの緩和について検討したい。

・E山田Ⅰ地区は、今の地区を２つに分けようか検討。道道の南側では 60ｍで区分されていた

ので、北側も同様に 60ｍまでとしてはどうかと考えている。道道沿道については、今まで

同じルールのイメージ。

・F樺山沿道は、新たな地域区分で、現在の樺山地区のルールを踏襲するイメージ。

・Gから Lはすでに分譲されたところをベースとしたところであり、保全型とし、今を維持す

るような形とするため、基本的には既存不適格が生じるものは少ないようにするイメージ。

ボリューム感は羊蹄の里やノースヒルズをイメージしたい。
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・Mから Nまでが特に今のところ大きな開発がされていないエリアであり、森林法の開発行為

をベースに整理してみたい（以下、検討項目）。

・建蔽率は設定できる下限が 30％なので、それが可能か検討

・容積率を 100％未満でできないか検討

・セットバックも、現状の山田Ⅱ地区並みにすることで、道路と建物との間に緑を確保さ

れるようなルールを考えたい。

・最低敷地面積を 1,000 ㎡以上で考えたい。

・特定用途制限地域も床面積の上限を 1,000 ㎡以下でまずは検討。

・M山田保全地区は「山田Ⅱ地区」も入れることをまずは検討。N樺山保全地区はＦ樺山沿道

を除く範囲をイメージ。「大沢川沿い地区」も大部分はこのような計画。O岩尾別・旭・花

園地区は、「東岩尾別地区」も含めて一体的に保全していく。

・緑化率の設定についても、景観地区のルールにはできないと思うが検討したい。

（笠間部会長）

・ 話をまとめると、Ａ３の数字が並んだ表は、今年の残り４回の会議を通して表の中の数字を決めて

いきたいというのが目標かと思う。

・ 表の中の数字だけでリゾートエリアの将来像が決まるのかというのも、悲しい所だが、最終的には、

この中の数字を決めていきたいというのが目標像としてある。

・ ただ、一つ一つの数字を毎回議論するのは仕方がないので、資料１のこういう方向性で考えていき

たいというものを、検討会議では確認していきたい。

・ 今回提案いただいたものを確認していくと、まず地図の方で、拠点型（センタービレッジ、花園、

ワイス）３ヵ所、低層型（ペンションビレッジ、道道沿いの山田地区、樺山地区）、残りは全部保全

型というのが今回の整理。

・ 保全型の中で、緑に塗ってある滞在型施設分譲地ということで、羊蹄の里、ノースヒルズというも

のが入っている。これまで別荘地、戸建ての分譲地で切り売りしてきたものをここに入れていくと

いう整理。

・ 拠点型、低層型（山田樺山）は概ね現状どおりルールで、いくつか緑化率や道路斜線制限の整理な

どところどころ変更点はあるが、基本的には現状どおり。

・ １３年前に景観地区などのルールを決めたものをなぜ変更するかという理由としては、例えばペン

ションビレッジ地区は建蔽率 50％容積率 200％で決めてきたが、これらの建蔽率・容積率が全部使

い切られていなかった。

・ そのため、ある部分では使い切るように進められたとしても、隣に空地が残るなど、まち全体で見

ると指定されている建蔽率・容積率よりも、ゆとりのある状態でリゾート地区が維持されてきた。

それは農地や森林が広がる所も同じ。

・ しかし、決められたルールを全部使いきって、倶知安の土地が開発されていくとどうなのかが課題。

もともと使い切ることを前提とされていなかった数字を今、使い切るということが目に見えた中で、

どうするかが今回の議論になる。

・ その中で、ペンションビレッジは土地利用の過密化が課題、敷地にゆとりを持たせ緑や駐車場を設
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置することを考えていくと、ある程度高さを緩和（高さ方法は高くなる）して、その代わりに敷地

のゆとりを作る誘導が一つの提案。

・ また、保全型の宿泊施設の床面積の上限。1,000 ㎡を越えるものはアウトというルールを決めてい

く方向だが、そうなると今後新しくホテルや中高層のコンドミニアムなどがこのエリアでは作れな

くなる。その方向で進めていって良いのかということも議論のカギ。

・ 事務局の提案を踏まえ、今年１年の目標として数字を決めていく必要があるので、それに向け、議

論や重点的に考えていく必要性がある点について、皆さんのお考えを伺いたい。

（カー委員）

・ （地図上の）赤い線の中に、宿泊施設がつくれないということか。

（事務局）

・ 補足として、景観地区の区域図で、部会として中心に議論したいのが黒い線の中、赤枠は準都市計

画区域の拡大を検討しているところで、そこはこれ以上リゾート用の土地利用をしないようにとい

うことで、宿泊用途の禁止。

・ 黒枠の中は、ある程度の宿泊用途は認めようという考え。

（カー委員）

・ 高さ制限やグリーンスペースや駐車場などを設けようという根拠はわかるし、賛成だが、赤枠の中

で全く宿泊施設はダメという見方は理解しにくい。

・ スキー場近くは大きい箱ができ、分譲型のホテルなどボリュームがたくさんある所にできているが、

今までの倶知安・ニセコエリアの歴史をみると、少し離れたところでロッジ、ペンション、バック

パッカースタイルのライダースハウスなどがあると思う。

・ このエリアで、全くそういうことができないという根拠がわからない。

（笠間部会長）

・自分も気になっている点なので、今後引き続き話していきたい。

（カー委員）

・ ひらふの良いところは、個人的に小さなロッジやペンションがあること。

・ リゾートに近い所は土地の値段が上がりすぎて経営できない、土地が買えないということがある。

おそらくこの近辺で、国内外の人がライダースハウスなどを作りたいなどと自分の夢を持って来て、

ただ値段的に土地が買えないので、１０～１５分離れたところでつくるということがこれから増え

ていくと思う。これは大型ではないもの。

・ しかしそこで商売ができないという一方的な見方では、今後残念な結果になると思う。

（笠間部会長）

・ 確かに塗られている地図では、ひらふ花園など大きな施設が立ち並んでいる所は残っているが、ニ
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セコエリアの中で、将来的にリゾート・宿泊をしようと思うとそういうところしか選択肢がないの

かというのは、すそ野の広がり・幅の広さとしてもったいない気がするので、今後考えなくてはい

けない。

（山田委員）

・ 1,000 ㎡以下ならＯＫということか。

（事務局）

・ 黒枠の部分は、1,000 ㎡以下なら大丈夫という整理をしている。

・ 赤枠ところは、議論の中心にしていなかったが、宿泊施設禁止という方向性で整理しようと思って

いる。

・ 黒枠の中の色がついていない所を 1,000 ㎡以下でまずは提案している。

（山田委員）

・ A のエリアと Bのエリア（センタービレッジとペンションビレッジ）を独自に整理するなら、駐車

場確保の数字も入れていかれたらどうか。

・ 例えば２ベッドルーム４名で１台、とか。なにか規制をかけて、宿泊者に対する駐車スペースを入

れていく。冬の駐車場がないのが、エリアが特にこのエリアなので、どうだろうか。

（大久保委員）

・ 地域の区分けについて、広げていくことには賛成。理由は、知らないうちに大型の開発が進む事態

に対し、区域として広げておいて、情報をキャッチしやすくしておいた方が良いということから。

・ ルールの設定について、緑化率について、この検討会で一つ大きなポイントだと思う。この設定に

ついて、うまく成就できれば良いという考えである。

・ 個々のエリア区分けや将来ビジョンは、建蔽率・容積率を強化するのは反対。

・ １３年前の準都市計画区域指定した当時、様々な議論があったうえでの数値設定であり、現に土地

や建物を所有している人からしたらこれ自体厳しい設定である。

・ これをフルに使うというのは意外とできない。建蔽率・容積率をうまく使っても、道路斜線や立地

との後退距離を保つと結果的にフルでは使えない、様々な角度から考えた上での建蔽率・容積率の

設定になっているので、これらを強化せずに、緑化率や立地（隣の敷地との）、駐車場の設定（何

か呼び方があると良い）でコントロールするのが良い。

・ ペンションビレッジで高さ規制の緩和をすると、今２階建のものを４階建て地下１階にし、フルで

容積率を使うとすると、今まで４～６人しか止まれなかったところが、いわゆる無人化ホテルのよ

うに２０～３０人泊まれるように生まれ変わる。それは、結局今やりたい事と逆方向になるのでは

ないか。

・ 無人化ホテルのようなものを法的な建築の規定で縛ることはできないと思うので、高さの制限を変

えるのは難しいと思う。

・ カントリーリゾート等の特定のエリアについて区域指定という話があったが、プライベートブラン
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ドでカントリーリゾートクラスの土地の開発や用地を持っている人はいるので、後々後追いになっ

てしまうため、今ここがあるから、こちらを設定、というのは、それを見据えたうえで広い範囲で

の景観地域の設定が運用としては良いかと思う。

（斎藤委員）

・ Ａ３縦の地図の Mと Nは逆。表の Mと Nが合っている。

・ 全般的にホテルのベッド数を抑える方向で行こうという流れで、それは致し方ないと思うが、

1,000 ㎡で良いのか、数字の面で確証が持てない。

・ 保全地域の方で、宿泊施設の床面積と同時に容積率も抑えているが、それを両建てとする必要があ

るのか。

・ 容積率も抑えるとなると、計画を検討されている方、土地を持たれている方に、大きな影響を与え

ることになるので、もう一度考える必要がある。

・ 実際に容積率 300％というのは、高さ制限や斜線制限で、全て容積を使い切るのは難しい。ホテル

用途で削り、さらに全体を削るとなるとかなり影響が大きいので、慎重に考える必要がある。

・ 駐車場の台数に関しては、駐車場のピーク時の不足は目に見えている。今後の新築に関しては、駐

車場に関して、従業員の部分などどこまで考えるかはあるが、考える必要がある。

・ 緑地率の規制は必要だと思う。しかし表にある森林 50％というのがどういうことなのか、残すとい

うことだろうが、地図上で見るとすでに森林でない所もいくつか見受けられるように思うので、そ

ういったところをどうすることになるのか、イメージが持てない。

（沼田委員）

・ 決められた数値が使い切られようとしていることに関しては、自分も感じている。

・ 保全型であっても、数値だけだと目的が達せられるかわからないように感じる。

・ 例えば、1,000 ㎡以下の建物は建てることができるので、そういった 1,000 ㎡以下のコテージなど

が建ち並ぶと、今のカントリーリゾートのようなものがずっと並ぶ状態になると、もともとの景観

を保全するというのが担保されるかが難しい。なので数値以外での方策が必要だと思う。

・ 新聞に記載されるように、サンシティグループの 20ha の開発、ハナクリークなどのこれからの開

発、花園方面の開発を合わせると倶知安の市街地クラスの土地が分譲地化していくような気がする。

そうなると新しい新興住宅地や団地のような感じがする。

・ 本来は緑の中にぽつんと 1,000 ㎡程度の宿泊施設があるのならば、景観等への影響は少ないと思う

が、大規模な開発だと数値だけで縛れないと思う。

・ 土地の制限に係る議論は、所有者への配慮が必要にはなるが、大きな目的は、リゾートの景観に配

慮したり、それを資源にしている観光産業の持続的発展などを考慮しなくてはならない。

（フィンドレー委員）

・ 保全型で考えている数値の目標が良くわからなかった。景観を守って、1,000 ㎡以上の物を建てて

ほしくないということか。

・ 景観は土地の見た目なので、木があるなどその辺のことなので、泊っている人が大きなホテルの建
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物なのか、もっと広がっている所なのか、考えないといけないと思う。

・ 屋根の勾配などの考えはあるか。

（事務局）

・ 屋根勾配は、維持する方向で考えている。今設定されている数値（3寸勾配）で大きく景観が乱れ

ることはないと思うので、現在ルールが設定されているところはそのまま維持する。

・ 景観は見た目的な部分ということはもちろんあるが、景観という言葉で整理できない土地利用上の

地域課題がある。

・ 特に観光地マスタープランで課題として示されたキャパシティコントロールを踏まえた中で、今回

の景観の見直しに合わせて、土地利用の考え方を整理したうえで、ボリュームなど検討していきた

いと考えている。

（フィンドレー委員）

・ 地図上の赤枠では、ペンション系のものを作れないのはなぜか。

（事務局）

・ （地図上で）黒枠は宿泊施設ＯＫだが、赤枠は宿泊用途はできない方向を考えている。

・ 全くの禁止までは考えていない。住みながらペンション経営をする場合には認められるような方向

で考えている。

・ 住まないで宿泊施設を計画する人はリゾートエリアで宿泊用途を確保するのでそちらで展開して

もらうようにしたい。

・ 宿泊をベースとしたリゾートがスプロール化しているので、おおよそ現在の景観地区の範囲の中で、

何とか展開を収めていただくようなことで考えている。

・ 別荘に関しては、建築基準法上、住宅なのか宿泊施設なのか考え方が分かれる部分があるのでなん

とも言えないが、居住しているではないので、地図の赤枠の中で今後広がりが見られるのはどうか

と思っている。

（フィンドレー委員）

・ 地図の赤枠の更に外側なら別荘を建てて良いということか。町がやりたい事は良いが、はっきりと

した理由が見えない。

（事務局）

・ 赤枠外はなんでも良い（宿泊施設を建てられる）という考えがあるかと思うが、赤枠外は農振農用

地が多く、基本的にリゾート開発ができない場所であり、現実的な展開は難しいのかと思う。

（フィンドレー委員）

・ ひらふエリアはリゾートにとってすごく大事なエリアになる。一つの決まり事でやると、もしかす

ると、これからリゾートにプラスになるものを摘んでしまうこともあるのではないか、商業施設に
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関する考えも、入れておいた方がそのエリアの考えかなとおもう。

・ 全体的に、ひらふ、山田、ペンションビレッジなどといわれているところでも、この決まりにする

とあと何人くらい収容できるのか。18,000 ベッドを限界にすると、事務局で考えているルールでは

簡単に超えることにならないかが心配。

・ 建物がそれなりに入ると、車の数がどうなるのか。ただ一つの道道 343 号がそれに対応できるの

か。町がいろいろと考えている第一駐車場にどのくらい車が入るのか、考えた上で、どう進めたら

良いか考える必要がある。

・ ここまでリゾートが増えてくる、リゾートマネジメント会社が入るとクリーニングなども必要と思

うが、今のひらふエリアで 10,000 ベッド位だとして、あと 8,000 ベッド増えると倍近くとなる。

そうなると、あと、どのくらいの人が観光で働くことになるのか。倶知安の町にどのくらいの人が

住むことになるのか。そのあたり、倶知安の町の考えであるのか、ないのか。

（笠間部会長）

・ 地図の赤枠が宿泊施設は入れない理由の一つは、黒枠で既に色々建つと倶知安でどんどん宿泊施設

が増えていくという中で、せめて赤枠部分では、今のうちに禁止し、どんどん宿泊施設が増えるの

を防ぎたいということがあるのではないか。やるなら黒枠でやってほしい、ということかと思う。

・ 次回以降考えるときに、建蔽率・容積率は日本のルールの上で聖域的に捉えられ、一度決めたもの

は後からダウンゾーニングすることが難しい。日本全国で実現した事例もほとんどないと思う。

・ 例えばペンションビレッジで建蔽率 50％に強化していこう、というのは実現できるかわからない。

・ この表も複数あって、建蔽率・容積率を下げることが実現できた場合と、建蔽率・容積率をいじら

ず何とかした場合など、いくつか見比べながら検討する必要がある。

・ 仮に、建蔽率・容積率を下げることが決まったとしても、その後住民の方への説明を通じて、やは

り無理だということは十分あり得ることなので、理想がありつつ、現実も考慮して議論したい。

・ 容積率の決まりについて、例えばペンションビレッジで 200％やセンタービレッジで 300 など決ま

っているが、高さ制限や様々なルールにより、結果的に 200％や 300％は使い切れないという意見

はある。しかし、やはり指定さているというこれまでのルールはあるので、それをどこまで変えら

れるかは難しいと思う。

・ 次回はいくつかのパターンを用意したなか中で話をしていきたい。

・ 次回に向けて話しておきたいこととして、宿泊施設もいくつか案を作り比較して見ていく必要があ

ると思う。

・ その中で、ペンションビレッジ地区の高さの緩和に関して、高さの緩和というところだけうまく使

われて町の問題解決につながらないという意見があった。高さを緩和する以上は、課題解決もセッ

トでやっていかないと厳しい。建蔽率 50％をいじるのも難しいという意見があるので、高さを許す

代わりに建蔽率をきつくする、逆に高さも建蔽率も緩めないなど、いくつか方法があると思うので、

考えていく必要があると思う。

・ 事務局の方から、確認・議論したい点等、何かあるか。

（事務局）
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・ 改めて、保全型の宿泊用途について、観光地マスタープランに示された目安を踏まえた中で、ある

程度の制限を設けることは、皆さまの中で一定の理解を得られているのか確認したい。

・ 宿泊用途を制限するということになった場合、今既にプランニングしているものに関しての一定の

配慮、例えば、ルールの施行に時間的猶予を設けるなどの必要性があるか、そのあたりのご意見が

あれば。

（笠間部会長）

・ 保全型は、1,000 ㎡を超えるホテルなどはできないが、一方、分譲型の小さな建物が点々としてい

くものであれば、これからもＯＫという考え方で良いか。

（事務局）

・ ベッド数を踏まえた上でこのエリアにおけるキャパシティを考えたうえで、そういう風に考えてい

くことはどうかというところである。

（笠間部会長）

・ 一方で、新聞記事のような動きがある中で、こういうところもアウトになっていくのか。

（事務局）

・ どういう内容になるのか、具体的な話も聞いていないので町としてはよくわからないが、報道内容

ではホテル棟以外に、７０戸以上の別荘をつくるということなので、部分的には可能かと思うが、

ホテルなどの床面積の大きい施設は、制限を加えることによってできないということになっていく。

（笠間部会長）

・ 保全型では大きなホテル等は無しということになり、緑化率も大きく取り森を残したうえで開発し

ていけば、保全型と言いつつ認めざるを得ない。そういう方向性でこれからの将来像を描いていく

という提案だが、この点に対しての意見があれば。

（フィンドレー委員）

・ 景観であるとしたら、一つのホテルが固まって、周りに土地や森があるのが良いのか、たくさん建

物を建てた方が良いのか、どちらの方が景観に良いのか考えるべきだと思う。それがポイントにな

ると思う。

（笠間部会長）

・ 広い土地に小さい建物がぽつぽつあり全部で 10～20ha 使うという開発が良いのか、多くは森で残

し、ホテルだけどんと建てる方が良いのか。どちらの方が景観や環境へのダメージがあるのかとい

うこともあると思うが、日本の都市計画におけるルールのあり方だと大きいものを許すと大きいも

のをどこにでも建てて良いというルールになるので、ある程度ボリュームを抑える緑を増やそうと

なると、今のようなことが確かにあるかなと思う。
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・ これは町とも後々議論したいと思う。

（カー委員）

・ 工場の建設は大丈夫か。

（事務局）

・ リゾート地区内においては、現在の特定用途制限のルールにおいて工場の立地はかなり厳しい内容

になっている。

・ 地図の赤いところ、国道５号は既に工場が多くある状態なので、いくつかゾーニングを設けた上で、

国道５号においては工場を確保できる用途にしていこうと考えている。

（カー委員）

・ 宿泊施設はダメ、守る、というところは理解しにくいところ。倶知安のイメージを緑、自然を増や

して残すイメージであれば、宿泊施設だけではない気がする。

（笠間部会長）

・ 緑を守る、開発から倶知安の環境を守っていくという視点だと、宿泊施設も工場も住宅も一緒では

ないかということ。

・ 赤枠については、ここを制限することでどうなっていくのか、倶知安の考えを頭の中で次回以降整

理する必要がある。

（沼田委員）

・ 別荘団地化など、小規模な宿泊施設が並ぶのは好ましくないという考え。

・ 観光地マスタープランで、ベッド数等がでてくるが、別荘団地化、新興住宅地化になってくると、

上下水道などのインフラや道路駐車場のキャパシティに影響が出てくると思う。なので、数値の基

準だけで考えられないところも出てくる。特に保全型の議論としては。

（笠間部会長）

・ 都市計画区域を伸ばすことはあり得るか。

・ 「地区計画」という制度に期待していて、もう少し小さい土地の範囲に個別具体のルールを決めて

いくものがあるが、保全型の中でどういう開発なら良いのか、土地により条件が異なり、道路との

結びつきにより異なるなかで、最後に頼りになるのは「地区計画」になるのではと思う。

・ 準都市計画区域だと地区計画がつくれないので、都市計画の拡大しか地区計画の方法はないと思う。

・ 都市計画区域の拡大の可能性はあり得るのか。

（事務局）

・ 現状難しい。少なくとも１０～２０年のスパンで整理して進めていく必要があると思う。

・ 都市計画区域の拡大は北海道が区域指定。区域に対するマスタープランを北海道が作るが、そこで
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どういう風に整備開発保全の方針を整理していくかになる。そこが今までと大きく潮流を変えてい

くことになるので、その整理はそれなりに必要となる。

・ 北海道のマスタープランの位置づけになれば、区域の拡大は考えられるが、マスタープランを定め

たばかりなので、もう１０年位先になる。

・ まずは、準都市計画区域の制度の中で何ができるのか、それだけでなく独自部分を含めて、試行錯

誤をしていくことが当面の取組と思っている

（笠間部会長）

・ そうなると、宿泊施設のルールを決めることにより、広がる計画ではなく、高くしていく計画が良

いのではないかということがあったり、また、小さい所が広がることを抑えられる訳ではないが、

その中で頑張っていくことになる。

・ その上で、保全型のエリアを含めて考えていく。

（カー委員）

・ 宿泊施設はいわゆる民泊、また、従業員寮も入るのか。

（事務局）

・ 民泊は「住宅」という用途の施設に対して宿泊を可能とする制度になるので、宿泊施設に該当しな

い。あくまでも「住宅」として建てられる施設なので。

・ 従業員寮に関しては即答できないので、調べて回答する。

（笠間部会長）

・ 集合住宅なら今はＯＫという考えだと思うので、そのあたりも含めて検討してほしい。

（フィンドレー委員）

・ 民泊の考えが必要。特に倶知安の建物が、どんどん値段が上がる。

・ 町として、開発の目標は何か。経済効果、人口増加、税収のために欲しいのか、欲しくないのか、

町として見えてこない。

（事務局）

・ 全部欲しいが、色々な所でプラスに働くことをリゾートを通して町として獲得したいという意思は

町としてある。ただ、その先に待ち構えていることは何か、さまざまな負荷がかかる所も含め見据

えておかないと、なんでも良いという訳にいかない。

・ 去年の段階で、リゾート地区全体の方針として、自然豊か、四季を通して、地域に愛される＝住民

がリゾート地区を愛するということ、そういう方向でのリゾート空間が求められる。

・ 外から投資することもあるが、それが地域と連携が取れて、地域住民にとっても身近に感じ、距離

感を近づけて、リゾートに関しての私たちの感覚を身近にしていきたい。

・ そういうことを考えると、土地利用に関しては様々な負荷を抑えた中で、展開していただきたいと
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いうことが町としての考え方になる。

（笠間部会長）

・ 多くの人に倶知安に来て楽しんでいってほしいし、そこでお金も人口も増えると町としても良いが、

道路や水道の話もあり、そのあたりを進めていこうとすると、日本の今の動きだと１０年以上はか

かる。

・ 今のペースで開発が増えると、追いつかない部分もあるので、もう少しゆっくりやってほしいとい

うところが本音としてある。そこを踏まえてのルールの考え方だと思う。

（斎藤委員）

・ 従業員宿舎について、アルバイトの住まいに関して、昨年まで冬期間は１部屋３～４名で生活して

もらったが、今年はコロナの影響で１部屋２名とした。今後、アルバイトの住まいも以前のように

戻せるかというと、恐らくそうはならない。最低限でも２人部屋にして別途増やす必要があると想

定している。

・ 宿泊施設を抑えるのは致し方ないとしても、従業員施設を同様に抑えるとなると観光業にとって痛

手になる。そのあたりも考えてほしい。

（大久保委員）

・ ペンションビレッジで課題が多い、数値をいじるのも大変。

・ アプローチとして、マネジメントスペースという定義を作り、既存の管理会社やオーナーに関して

は、堆積場や駐車場がどこかを提示させる、今後の開発については（ペンションビレッジの小さい

区画）、マネジメントスペースを初めから入れてとしておく。

・ テクニカル的に確認申請の時に絶対に使わないスペースに駐車スペースを図面上入れて許可を取

るのとは別に、通年通して管理できるスペースを確保し提示させる、駐車場やエリア全体の問題に

対しても紐づけていくというアプローチが良いのでは。

・ 事務局に対しての意見で、全体の区画図において、今のベッド数を書いてほしい。センタービレッ

ジやペンションビレッジでどのくらいか。別荘、コンドミニアム、ホテルなどの総数のベッド数が

見えると、上限を設定したときに黒枠の残りがどのくらいなのか見えやすい。

・ 赤枠の宿泊施設禁止に関しての議論に持っていくために、各エリアのベッド数の数値がないとその

話を詰められない。保健所や観光組合の方で、宿泊施設ベースに数字を入れ込んでもらえれば。

・ どうして数字を厳しくする必要があるのか、用途や大きさを抑制する必要があるのか、その議論に

スムーズに入りやすい。

（沼田委員）

・ ベッド数の話だと、ひらふエリア、花園エリアだと統計すぐに出せるが、景観地区の区分別という

ことになれば、集計に時間を要する。

（笠間部会長）
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・ 例えばペンションビレッジの面積があって、その中で開発できない面積が 20～30％残るとすると、

残り 70％の土地に、建蔽率 50％の容積率 200％で建っていくとどうなっていくのか、保全型のエ

リアだとそのうちの何％が開発されるのかなどの考え方が必要になるが、そのような数字が見える

ようになれば良い。

・ 皆さんから様々な提案をもらったが、この数字で目的が達成できるのかなどご意見をいただいた。

・ 一方で、ペンションビレッジの改善点や課題、保全型で考えることなど、概ねのところは会議内で

合意が取れたと思う。

・ 後はどのようなルールにして行けば課題解決・目標達成につながるか、今後の議論で詰めていく。

・ どういうところを考えなくてはいけないというところは分かってきたが、具体的な内容がそれぞれ

の考えがある。

・ 複数案の提示をお願いしたい。

３ その他

その他資料について事務局から説明、次回以降のスケジュール

４ 閉会


